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平成２５年 第１３回宇都宮市教育委員会会議録 

 

１ 日時    平成２５年８月２３日（金） 開始時刻 午前１０時００分 

２ 場所    宇都宮市役所１３階 教育委員室 

３ 出席委員  藤原委員長，大場委員，松江委員，若度委員，水越教育長 

４ 説明員   檜原教育次長，矢古宇スポーツ交流担当副参事， 

田野実教育企画課長，阿久津総務担当主幹，水沼学校管理課長， 

佐々木学校教育課長，生田地域学校園担当主幹，君島学校健康課長， 

大竹生涯学習課長，松本中央図書館副館長，赤石澤文化課長， 

水沼スポ―ツ振興課長，大瀧教育ｾﾝﾀｰ所長 

５ 書記    田上係長，飯島総括主査，山越主任 

６ 傍聴者   ０名 

７ 議題 

（1）審議事項 

①教育委員会に係る議会の議決を経るべき事件の意見の提出について 

②教育委員会評価について 

 

（2）協議事項 

①いじめ防止対策推進法の施行に伴う，本市のいじめ問題への取組と今後の方向について 

 

（3）報告事項 

 ①教育行政相談の内容と対応について 

②学校事件・事故について 

③「学校への避難者初期支援ガイドライン」について 

④平成２４年度育英事業における滞納対策の結果について 

⑤平成２５年度宇都宮ジュニア未来議会の概要について 

⑥学校教育推進計画の推進状況について 

⑦児童生徒と向き合う時間の確保に向けた策定体制等について 

 

（4）その他 

①平成２５年度第２回社会教育委員の会議の結果について 

②平成２５年度第１回宇都宮市生涯学習ｾﾝﾀｰ運営審議会の結果について 

③平成２５年度第１回宇都宮市視聴覚ライブラリー運営委員会の結果について 

④「第２回南としょかん祭」の開催について 

⑤「かがやくわたしの写真展」の開催について 

⑥第４１回宇河地区特別支援学級児童生徒作品展の開催について 
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８ 議事の内容 

委員長 

 

 

委員長 

 

委員長 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

教育企画課長 

 

 

 

 

委員長 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

ただいまから，平成２５年第１３回宇都宮市教育委員会を開会します。 

 会議録署名委員の指名 大場委員，若度委員 

 

第１０回，第１１回の教育委員会の会議録について御意見などありますか。 

（特になし，全員了承） 

会議録を承認します。 

 

それでは，第１０回の会議録署名委員の大場委員，若度委員署名をお願いし

ます。（会議録に署名） 

 

第１１回の会議録署名委員の松江委員，若度委員署名をお願いします。（会議

録に署名） 

 

議案第２７号「教育委員会に係る議会の議決を経るべき事件の意見の提出に

ついて」 

協議第 ８号「いじめ防止対策推進法の施行に伴う，本市のいじめ問題への

取組と今後の方向について」 

報告第４４号「教育行政相談の内容と対応について」 

報告第４５号「学校事件・事故について」は， 

意思形成過程のもの及び個人情報に関する内容が含まれているため，非公開と

してよろしいでしょうか。（全員賛成） 

 

全員賛成ですので非公開とします。 

  

それでは，審議事項から入ります。 

・議案第２８号 教育委員会評価について説明願います。 

 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

写真や脚注も入り，大変分りやすいものとなっている。今後も評価委員の評

価を参考に，よりよい評価書としてほしい。また，評価委員よりあった指摘事

項については，今後の教育委員会の一層の活性化につながるよう，参考として

いく。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全員了承）  

それでは，議案第２８号を決定いたします。 

 

【説明要旨】 

教育委員会評価について説明 

※これまでも，委員協議会，委員会会議協議において，評価書の構成，施

策への評価について意見 
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委員長 

 

教育企画課長 

 

 

委員長 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

教育企画課長 

 

 

委員長 

大場委員 

教育企画課長 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

総務担当副主幹 

 

 

委員長 

松江委員 

 

若度委員 

教育企画課長 

委員長 

教育長 

委員長 

教育長 

大場委員 

 

 

次に報告第４６号 「学校への避難者初期支援ガイドライン」について説明

願います。 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。（特になし） 

 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

それでは，報告第４６号を承認いたします。 

 

次に報告第４７号 平成２４年度育英事業における滞納対策の結果について

説明願います。 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

生活苦というのは，やはり安定的な仕事に就いていないということか。 

最近は正規の業務になかなか就けないという大学卒業生が多くなっている。

また，収入総額としても年３００万円を超えられないという現状があるので，

そういった場合については，よく話を聞きながら猶予措置を実施している。 

  

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

それでは，報告第４７号を承認いたします。 

 

次に報告第４８号 平成２５年度宇都宮ジュニア未来議会の概要について説

明願います。 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

子ども達が市の施策に興味持ち，勉強していろいろ議論してくれるというの

は良い。このような取組は皆にも広く知ってもらいたい。 

これは，小学生の議会はあるのか。  

中高生だけである。 

議員を選ぶのはどういう方法か。学校からの推薦か。 

学校からの推薦である。 

質問は６名なのか。 

６人くらいのグループで質問を作っている。そこで質問するのは３人くらい。

スポーツ関係，文化関係，非常に意図が明確な意見を出して頂いている。 

 

 

【説明要旨】 

「学校への避難者初期支援ガイドライン」について説明 

【説明要旨】 

平成２４年度育英事業における滞納対策の結果について説明 

【説明要旨】 

平成２５年度宇都宮ジュニア未来議会の概要について説明 
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委員長 

委員長 

 

委員長 

 

学校教育課長 

 

 

委員長 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

学校教育課長 

 

 

 

委員長 

若度委員 

教育長 

若度委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

委員長 

大場委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

それでは，報告第４８号を承認いたします。 

 

次に報告第４９号 学校教育推進計画の推進状況及び学校教育推進懇談会の

結果について説明願います。 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

宇都宮の子供達は施策の柱の３がかなり良くなっている。健康と元気，これ

は基本。また，地域との関係という点も非常に向上している。 

 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

それでは，報告第４９号を承認いたします 

 

次に報告第５０号 児童生徒と向き合う時間の確保に向けた取組方針及び具

体的方策の策定について説明願います。 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

負担を感じている業務という中に，小中一貫教育が必ず出ているが。 

新しいことをやるということは負担になる。これは正直なところだと思う。 

教育長からもあったが，新しいものに対しては非常に受け入れないというス

タンスがある。それは，今やっていることで手一杯のところもあり。 

当初，小中一貫教育を導入すると，どれだけ労力があるのかというのが見え

ない状態であったため，学校からの不安の声はあったが，その当時から比べる

と，今の状況はだいぶ不安解消してきている。業務の大変さが見えてくれば教

員は効率良くやる力を持っている 

学習指導にやりがいを感じるという先生方が多いというのが１番である。 

負担を感じる業務の最初が調査やアンケートというのは，皮肉なところと思

う。例えば市教委から調査やアンケートがあると思うが，県教委などで同じ様

な調査をしているといったことは無いのか。 

その辺は大きな問題であり，どのような調査を年間で行っているのかを全部

洗い出しする必要がある。例えば，他の部署の調査で聞いていることについて

は，同内容の問いは無くそうという調整を図ろうとしているが，調査では，児

童生徒数といったときに「何月何日現在」という指定をされる場合がある。そ

うすると活用できない状況がある。今後，できるだけ調査の重複が起きないよ

う調整を図っていきたいと考えている。 

 

【説明要旨】 

学校教育推進計画の推進状況及び学校教育推進懇談会の結果について説明 

【説明要旨】 

児童生徒と向き合う時間の確保に向けた取組方針及び具体的方策の策定に

ついて説明 
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委員長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

それでは，報告第５０号を承認いたします 

 

以上で公開できる案件を終了いたします。 

 

 終了時刻   午後０時５分 

 

 

 

 


